
令和８年３月３１日をもって、人権擁護委員を退任された沢田 要一 氏に、

法務大臣感謝状が贈呈されました。

沢田氏は、長年にわたり人権擁護委員として、地域における啓発活動や人権問

題に関する相談対応に尽力されてきました。

４月１３日に東通村役場で伝達式が行われ、畑中村長立会いのもと、青森地方

法務局 むつ支局長から感謝状が伝達されました。

沢田氏のこれまでのご尽力に、心より感謝申し上げます。 感謝状を受け取る沢田氏

退任された人権擁護委員に感謝状が贈呈されました 

６月９日 ・ １９日 ・ ２９日

特設人権相談所・行政相談所のご案内 （同日開設）

一人で悩まないで、まず相談してみましょう！

　人権擁護委員が、みなさんの悩みや心配ごとの人権相談に応じます。

　相談は無料で、秘密は固く守られますので、ご相談ください。

毎日の暮らしの中で困ったことはありませんか？

　毎日の暮らしの中で、行政が行う仕事についての苦情や意見・要望などがあったとき最も身近な相談相手に

なるのが行政相談委員です。相談は無料で、秘密は厳守しますのでお気軽にご利用ください。

【行政区】人権擁護委員名

老 部 南川 千恵美

白 糠 澤頭 進

石 持 笹竹 慶子

【行政区】行政相談委員名

小田野沢 太田 明美

【相談所のご案内】 

開催日時 ６月４日（木）１０時～１５時

開催場所 東通村役場 ４階和室

人権相談に関する問合せ先 住民課 

☎０１７５－３３－２１３５（住民課直通）

行政相談に関する問合せ先 総務課   

☎ ０１７５－３３－２２０８（総務課直通） 
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